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 2023 年 7 月 3 日、中国政府は、ガリウム関連製品及びゲルマニウム関連製品(以下「本件規制品目」といいます。)を輸出する

場合、本年 8 月 1 日以降は、当局の許可取得が必要となる旨の公告を公表しました(以下「本件輸出規制」といいます。)。同公告

の公表を受けて、日本経済への影響を懸念する報道がなされるなど、本件輸出規制は、日本企業に重大な影響を与える可能性

があることから、本稿では、公表されている本件輸出規制の内容を簡単に説明した上で、本件輸出規制の WTO 協定上の問題点

及び今後とるべき対応について論じます。 
 
1 本件輸出規制の概要 
 
 中国商務部及び税関総署は、本年 7 月 3 日、中国輸出管理法、中国対外貿易法、中国関税法に基づき、国家の安全と利益を

保護するために、8 種類のガリウム関連製品(下記表 1 参照)及び 6 種類のゲルマニウム関連製品(下記表 2 参照)を輸出する場

合、本年 8 月 1 日以降、輸出許可の取得を義務づける公告 2023 年第 23 号を公表しました 1。 
 

表 1：規制対象となるガリウム関連製品 
 

産品名 関税番号 
金属ガリウム 8112929010、8112929090、8112999000 
窒化ガリウム 
(ウェーハ、粉末、チップ、その他の形態を含むがこれらに限定されない) 

2850001901、3818009001、3825690001 

酸化ガリウム 
(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、チップなどを含む

がこれらに限定されない) 

2825909001、3818009002、3825690002 

リン化ガリウム 
(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、その他の形態を含むが

これらに限定されない) 

2853904030、3818009003、3825690003 

ガリウムヒ素 
(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、チップなどを含む

がこれらに限定されない) 

2853909026、3818009004、3825690004 

インジウムガリウムヒ素 2853909028、3818009005、3825690005 
セレン化ガリウム 
(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、チップなどを含む

がこれらに限定されない) 

2842909024、3818009006、3825690006 

ガリウムアンチモン(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉 2853909029、3818009007、3825690007 

 
1  商 务 部  海 关 总 署 公 告 2023 年 第 23 号  关 于 对 镓 、 锗 相 关 物 项 实 施 出 口 管 制 的 公 告 

<http://aqygzj.mofcom.gov.cn/article/glml/202307/20230703419666.shtml>。 
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末、チップなどを含むがこれらに限定されない) 
 

表 2：規制対象となるゲルマニウム関連製品 
 

産品名 関税番号 
金属ゲルマニウム 
(元素、結晶、粉末、チップ、その他の形態を含むがこれらに限定されない) 

8112921010、8112921090、8112991000 

ゲルマニウムインゴット 8112921090 
リン化ゲルマニウム亜鉛 
(結晶、粉末、チップ、その他の形態を含むがこれらに限定されない) 

2853904040、3818009008、3825690008 

ゲルマニウムエピタキシャル成長基板 8112921090 
二酸化ゲルマニウム 2825600002、3818009009、3825690009 
四塩化ゲルマニウム 2827399001、3818009010、3825690010 

 
 同公告によれば、施行後、本件規制品目を輸出しようとする事業者は、省レベルの商務主管部門を通じて、商務部に対して、

デュアルユース品目及び技術の輸出申請書とともに、(i)輸出にかかる契約書等の原本又はそのコピー若しくはスキャンコピー、

(ii)輸出品目の技術説明書又は検査報告書、(iii)最終使用者及び最終用途に関する証明、(iv)輸入者及び最終使用者の説明及

び(v)申請者の法定代理人、主要事業責任者及び担当者の身分証明書を提出することが必要となります。 
 そして、商務部は、上記申請の受領日から、関係部門と連携しながら審査を実施して、法定期限内に許可又は不許可の決定を

行います(許可決定がなされると、商務部より、輸出許可が交付されます。)。また、本件規制品目のうち、国家安全保障に大きな

影響を与えるものの輸出は、商務部が関連部門と連携のうえ、国務院に報告し、承認を受けることが必要とされています。 
 輸出者が本件規制品目を無断で輸出した場合、輸出許可の範囲を超えて輸出した場合、又はその他違法な事情がある場合に

は、商務部又は税関等は、関係法令に従い、行政処分を行い、犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及するとされて

います。 
 
2 本件輸出規制と WTO 協定との関係 
 
 各国は、自国の政策を実施するために、輸出規制を導入することも認められているものの、その規制は国際的な貿易ルールを

定める WTO 協定と整合している必要があり、WTO 協定に整合していない場合、他国は、WTO の紛争解決手続を通じて、是正

を求めることができます 2。そして、各国の鉱物資源の輸出規制は、過去、何度も WTO の紛争解決手続にて争われており、中国

が導入した鉱物資源に対する輸出規制も、WTO協定違反が認定されています。そこで、以下では、これら事件における判断の蓄

積も踏まえた上で、鉱物資源に対する輸出規制と WTO 協定の関係にも触れつつ、本件輸出規制の WTO 協定整合性について

論じます 3。 
 
(1) 輸出入数量制限の一般的廃止 
 

 
2  WTO 紛争解決手続は、パネル手続と上級委員会手続の 2 審制を採用していますが、現在、米国が上級委員の新たな選任を拒否

していることで、上級委員会の審理を開催することができず、パネルの判断に不満がある被申立国は、上級委員会に申立てを行う

ことで、事実上、事件を「塩漬け」できる状況にあります(「空上訴」の問題)。もっとも、日本及び中国は、上記問題に対処するため、

有志国において合意がなされた多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement: 
MPIA)に参加しており、仮にパネルの判断に不服がある場合には、上級委員会への申立てに代わり MPIA を利用する(同制度を

利用しない場合には、パネル判断を受け入れる)ことが求められており、上記の「空上訴」の問題が解決されています。実際、近

時、パネルにおいて、日中間で争われた、中国による日本製ステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置事件でも、パネルが、

日本の主張を認めて中国の違反を認定したところ(同報告書は 2023 年 6 月 19 日に公表)、中国は、MPIA の利用を選択しなかっ

たため、今後、当該パネル判断に基づき、措置を是正する義務を負うこととなります。 
3  なお、本件輸出規制については、WTO 協定以外にも、投資協定や地域的な包括的経済連携(RCEP)の観点から問題となる可能

性もありますが、本稿では、当該論点については取り上げていません。 
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 鉱物資源に対する輸出規制との関係でもっとも重要な WTO 協定の規律は、数量制限の一般的廃止を求める、関税及び貿易

に関する一般協定(GATT)11 条 1 項です。 
 GATT11 条 1 項は、「他の締約国の領域に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について・・・いかなる禁止又は

制限も新設し、又は維持してはならない」と規定していますが、同規定のポイントは、輸出入の数量を具体的に定めて行う制限の

みならず、輸出税や課徴金以外の形式での輸出制限を幅広く一般的に禁止している点です。過去には、裁量的・恣意的な許可

性、輸出入価格制限、輸出入均衡を求める措置、輸出入のコストを事実上引き上げるような措置、輸出数量の上限を定める措置

などが、GATT11 条 1 項違反と判断されています。本件輸出規制は、本件規制品目を輸出するためには、中国当局の許可を取

得することを求めており、GATT11 条 1 項に違反すると考えられます。 
 
(2) 例外事由・正当化事由 
 
 WTO 協定は加盟国による正当な国内政策の実施を妨げるものではなく、GATT11 条 1 項等の義務に違反する輸出規制であっ

ても GATT の認める一定の例外事由・正当化事由に該当する場合には、当該措置を講じることが認められます。 
 
ア 過去の事案 
 
 過去、鉱物資源の輸出規制が争われた主要な事例においては、下記のような議論が展開されています。 
 
 中国―鉱物資源の輸出規制措置事件では、米国、EU 及びメキシコが、中国によるボーキサイト、コークス等の輸出規制(輸

出税、輸出割当等)にかかる 32 の措置が、WTO 協定及び中国加盟議定書に違反すると争ったのに対して、中国は、下記

のような例外事由・正当化事由を援用したものの、いずれの主張も認められませんでした。 
 中国は、一部のボーキサイト(refractory-grade bauxite)の輸出割当は、中国にとって「不可欠の産品の危機的な不足

を防止し、又は緩和するために一時的に課する」措置であって、GATT11 条 2 項 a 号より正当化されると主張したが 4、

パネル及び上級委員会は、当該主張を認めず 5。 
 中国は、一部のボーキサイト(refractory-grade bauxite)に関する輸出割当及び蛍石に関する輸出税は、有限天然資

源を保全するための措置であって、GATT20 条 g 号により正当化されると主張したが 6、パネルは、当該主張を認めず
7(但し、上級委員会は、パネルは GATT20 条 g 号の解釈を誤ったとして、パネル判断を破棄した。8)。 

 中国は、マグネシウム、マンガン、亜鉛を含む二次製品である「スクラップ産品(scrap products)」と、コークス、マグネシ

ウム、マンガンの一次産品を「EPR 産品(energy intensive, highly polluting, resource-based products)」に対する輸

出税と輸出割当は、国民の健康を保護するための措置であって、GATT20 条 b 号により正当化されると主張したが 9、

パネルは、当該主張を認めず 10。 
 

 中国―レアアース・ダングステン・モリブデンの輸出規制措置事件では、日本、米国及び EU が、中国によるレアアース、タン

グステン・モリブデンに関する輸出規制(輸出税、輸出割当等)が、WTO 協定及び中国加盟議定書に違反していると争った

のに対して、中国は、下記のような例外事由・正当化事由を援用したものの、いずれの主張も認められませんでした。 
 中国は、82 品目(レアアース 58 品目、タングステン 15 品目、モリブデン 9 品目)に対する輸出税は、人の生命及び健

康を保護するための措置であって GATT20 条 b 号により正当化されると主張したが 11、パネルは、当該主張を認めず

 
4  Panel Report, China-Raw Materials, para. 7.239. 
5  Panel Report, China-Raw Materials, para. 7.613; Appellate Body Report, China-Raw Materials, para. 344. 
6  Panel Report, China-Raw Materials, para. 7.356. 
7  Panel Report, China-Raw Materials, paras. 7.613 - 7.614. 
8  Appellate Body Report, China-Raw Materials, para. 361. 
9  Panel Report, China-Raw Materials, para. 7.470. 
10  Panel Report, China-Raw Materials, paras. 7.616 - 617. 
11  Panel Report, China – Rare Earths, para. 7.49. 
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12。 
 中国は、各種レアアース、タングステン、モリブデンに対して輸出割当は、有限天然資源を保全するための措置であっ

て、GATT20 条 g 号により正当化されると主張したが 13、パネル及び上級委員会は、当該主張を認めず 14。 
 
 インドネシア―原材料に関する措置事件では、EU が、インドネシアによるニッケル鉱石の輸出禁止措置及び国内加工要求

が WTO 協定に違反していると争ったのに対して、インドネシアは、ニッケル鉱石に対する規制は、インドネシアにとって「不

可欠の産品の危機的な不足を防止し、又は緩和するために一時的に課する」措置であって、GATT11 条 2 項 a 号より正当

化されると主張したが 15、パネルは、当該主張を認めず 16。 
 
イ 本件の中国のガリウム、ゲルマニウムの輸出規制 
 
 上記のとおり、過去、鉱物資源の輸出規制が争われた事案では、GATT11 条 2 項 a 号、GATT20 条 b 号、GATT20 条 g 号等

が援用されてきましたが、今回の、中国の、ガリウム及びゲルマニウムに対する本件輸出規制は、公告 2023 年第 23 号によれ

ば、国家の安全と利益を保護することを目的に導入された規制であり、中国のデュアルユース品目及び技術に対する輸出規制の

一部として導入されていると考えられることから、本件輸出規制の正当化事由として、デュアルユース品目及び技術に対する輸出

規制を正当化する論拠として援用されることが多い、GATT21 条(b)(ii)が援用される可能性が高いと考えられます。 
 

 
 
 本件輸出規制が、GATT21 条(b)(ii)により正当化されるには、規制対象となっている輸出取引が、①武器、弾薬及び軍需品の

取引に「関する」措置、又は②軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に「関する」措

置である必要があります。そして、「関する」(relating to)との要件は、措置と目的との間に、目的−手段の近接した真正な関係が

求められることから 17、本件輸出規制による規制が許容されるためには、本件規制品目が、武器、弾薬、軍需品等に用いられる

等、軍事用途で用いられるとの事情が必要であると考えられます。この点、報道等によれば、本件規制品目は、衛星通信、太陽

光電池、半導体、人工知能(AI)など先端領域で広く利用されるとも指摘されていますが、そもそも、民生用途で利用される場合の

ほか、軍事用途で利用される事例があるのか、が問題になると考えられます。また、仮に、本件規制品目が、軍事用途で利用さ

れた事例がある又は利用される可能性がある場合であっても、現在の公表情報によれば、本件輸出規制が、上記①②のような、

軍事用途で利用される場合のみに輸出を制限するような形で運用がなされるのか、許可を得るために必要とされる書類がその目

的を超えていないかなども明らかではありません。したがって、本件輸出規制は、GATT21 条(b)(ii)により正当化されず、WTO 協

定に反する形で導入・適用される懸念が残っており、更なる事実関係の調査・分析や、中国側への説明を求めていくことが重要と

考えられます。 

 
12  Panel Report, China – Rare Earths, para. 7.196. 
13  Panel Report, China – Rare Earths, para. 7.236. 
14  Panel Report, China – Rare Earths, paras. 7.614, 7.680, 7.820, 7.845, 7.944, and 7.970; Appellate Body Report, China – 

Rare Earths, para. 7.252. 
15  Panel Report, Indonesia — Raw Materials, paras. 7.87-7.89. 
16  Panel Report, Indonesia — Raw Materials, para. 7.152. 
17  Panel Report, Russia – Traffic in Transit, para. 7.69.  

第二十一条 安全保障のための例外 

この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。 

(b) 締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置を執ることを妨げ

ること。 

(ii) 武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原

料の取引に関する措置 



 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2023 
 - 5 - 

 
3 今後の対応 
 
 上記のとおり、本件輸出規制は、それが軍事目的で利用される場合のみに輸出を制限する形で厳格に運用される場合、

GATT21 条(b)(ii)に基づいて正当化される可能性がありますが、現時点において、同規制がどのように運用されるのかは、明確

にされていません。仮に本件輸出規制が、軍事用途・民生用途を問わず、抽象的な安全保障上の懸念を理由にして、恣意的に用

いられてしまうと、日本企業及び日本経済にとって重大な影響が生じる可能性があります。そのため、日本政府・日本企業として

は、まずは、中国政府に対して、本件輸出規制の WTO 協定整合性に懸念があるとして、本件輸出規制の目的や、その運用方

法・考え方を説明させること、透明性を向上させることが重要であると考えられます。 
 また、昨今、日米欧は、半導体や AI 技術などの先端貨物・技術に対する輸出規制を強化していますが、このような輸出規制の

強化と、中国による本件輸出規制は区別されるべきとの議論を整理して、展開していくことも十分可能であると考えられます。当

該観点からは、中国では、軍民融合政策が推し進められるなど、直接の需要は民生品に組み込まれるなど民需用であったとして

も、それが軍需品の製造・開発に積極的に利用・転用する意思があることを政府自らが方針として認めているわけですから、産品

の性質・通常の用途等に関わりなく、中国向けに輸出されるあらゆる産品が軍需生産につながる可能性があると輸出国政府が判

断する客観的根拠があるということになりそうです。この意味で、国内での軍事用途と民生用途の区別が困難な状況が生じてい

る点は、日米欧と中国とを区別する上で、重要な違いになる可能性があります。 
 昨今、経済安全保障上の要請や、グリーン経済への移行を見据えた産業政策上の要請から、自国で採掘・抽出される鉱物資源

の輸出を規制する動きが世界的に拡大していますが、かかる動向は、鉱物資源の輸入に大きく依存する日本経済にとり死活的な

問題であり、日本企業・日本政府として、かかる動きに対して、法的にどのように対抗していくのか、戦略を考える必要性が一層高

まっていると考えられます。 
 

 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 
また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 
 
本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
 
西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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